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コ ミュニ ケ ー シ ョン と組 織 倫 理

河 野 哲 也

序 ：頻発する組織の不正

 この十年ほど，公官庁や大企業による不正や不祥事があいつぎ，深刻な

社会不信をまねいている。薬害エイズ問題，大和銀行巨額損失事件などの

金融不祥事，経営破綻 をきっかけにあきらかになった大企業の粉飾決算，

一連の入札談合事件，防衛庁施設調達実施本部事件，新潟県警 ・埼玉県

警 ・神奈川県警 ・奈良県警における一連の警察不祥事，東海村のJCO

(動力炉 ・核燃料開発事業団)臨 界事故，三菱自動車 リコール隠 し，雪印

食中毒事件などがその代表例である。

 これらの事件が 「組織的な」不正といわれるのは，問題が一部の不心得

者によって偶発的にひきおこされたのではな く，組織構造や業務のあ り方

に起因しているからである。たとえば，三菱自動車のリコール隠 しは長年

にわたって組織的におこなわれていた。公共事業への入札談合 も業者間で

常態的におこなわれ，新規参入者を排除する構造になっていた。さらに，

不正や事故を組織 ぐるみで隠蔽した り，事後の適切な対処を怠った りした

点でも，組織の対応が問題となっている。たとえば，大和銀行は，米国債

売買で生じた巨額損失を，米国連邦準備制度理事会に報告する義務を意図

的に怠った。防衛庁の施設調達不正では関係書類の隠蔽工作が発覚 した。

東海村臨界事故や雪印食中毒事件では，事後の対処があまりに緩慢で不徹

底なことが問題となった。警察の一連の不祥事では身内にたいする捜査の
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甘さが指摘 され，奈良県警汚職事件では地検が捜査にの りだした。

 いわゆるバブル経済崩壊以後，この種の組織的な不正 ・不祥事はひっき

りなしにマスコミをにぎわし，数多 くの逮捕者や処分者をだしてきた。そ

のたびに，綱紀粛正や遵法指令の強化，倫理教育(研 修)の 必要性が強調

されてきた。にもかかわらず，似たような不正が くりかえされ，被害者に

とってはいうまでもなく，組織にとっても手痛いはずの過去の教訓がいか

されていないのはなぜだろうか。筆者は哲学 ・倫理学を専門とする者であ

るが，この立場からいかなる分析や提言が可能であろうか。

 組織的不正の問題は，いうまでもなく道徳や倫理 にかかわる問題であ

り，これにたいして有効な処方箋を提案することは倫理学の責務である。

しかし，これまでの倫理学は組織的不正の問題にはうまく対応できていな

かった。というのも，道徳や倫理の問題を個人の問題へと還元し，組織の

あり方を問うことがほとんどなかったからである。しかし，個人の行動は

組織のあり方によってつよく左右される。それが業務のばあいはなおさら

である。組織の分析にふみこまずに，うえであげたような不正を防止する

手段や方策をみいだすことは困難である。

 そこで本論では，組織的不正の問題にとりくむにあたって，倫理学にコ

ミュニケーション理論をとりいれることを提案する。組織的不正は不健全

な組織風土からうまれる。不健全な組織風土は，不健全なコミュニケー

ション構造の産物であり，これを再構築することで組織の倫理性や誠実性

をたかめることができる。以下，まず従来の倫理学の問題点と限界を指摘

したのちに，コミュニケーション理論の観点から組織構造を分析し，どの

ような組織が不正や不祥事をひきおこしやすいかあきらかにする。そして

組織倫理のための具体的な方策について提言する。

1. 従来の倫理学 ・徳育の限界

組織的不正が くりかえされる原因の一端 に，遵法指令や倫理教育(研
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究)の 効果があがっていないことがあげ られる。官庁では，戦後約40回

にわたって綱紀粛正通達が発出され，その都度，倫理意識の向上が叫ばれ

てきた(大 村 ：5)。しか し，この発令回数そのものがしめすように，十分

な効果がでているとはいえない。 もちろん，各組織がどれほど真剣に倫理

的問題にとりくんでいたかを疑問視できるだろうが，同時にこれは，従来

の倫理学が，組織的不正にたいして有効な対処法をしめせていないことを

意味 している。そこにはどのような限界があったのだろうか。

 第一に，議論があまりに哲学的 ・原則論的にす ぎ，具体性が欠けていた

点があげられる。倫理学とは，道徳の原則，すなわち善悪の判断基準をさ

だめようとする哲学の一分野である。わたしたちは個々の日常的な場面で

「これは善いことだ」厂これは悪いおこないだ」 といった道徳的判断をおこ

なっている。だが，その個々の判断に通底 している一般的な原則とはなん

であろうか。原則が不明のままでは，公平な判断をおこなうことはできな

くなるし，あたらしい問題や複雑な問題に直面 したときにも対応できな く

なる。あるいは，法律や公共政策を設定する場面でも，原則的な議論がも

とめられる。そこで，倫理学は，法律や政策の基礎 となるような道徳原則

を追求 し，カント主義，功利主義，個人主義(権 利論)な どの立場をうみ

だしてきた。 しか し，道徳の原則について考察することは重要とはいえ，

その一般論がす ぐさま日々の判断の指針になるとはかぎらない。この点

で，倫理学は抽象的な理論に重 きをおきすぎるうらみがあった。む しろ原

則論をふまえつつ，現場の具体的な状況に対処できる倫理学が必要とされ

ている。(1)

 第二に，従来の倫理教育(研 修)で は，「…をしなさい」「…は してはい

けません」 といった指令型の教育がなされてきた。公務員にたいする綱紀

粛正指令がその典型である。あるいは，学校で道徳教育の強化が提案され

ると，かならず各方面からつよい抵抗がおこるが，これも倫理教育が指令

のかたちでおこなわれてきたことにたいする反動であろう。 しか し，指令

型の教育は，効果が きわめてよわい。組織のなかで遵法指令や倫理研修が
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おこなわれても，しばらくたつ とまたおなじような不正が くりかえされ

る。これは，現行の倫理教育に，方法論的な問題があることを意味してい

る。

 第三の，そしてもっとも重大な問題は，従来の倫理教育が個人中心主義

だったことである。たとえば，徳育やしつけ教育では，「ひとに親切にし

なさい」「ひとを傷つけてはいけません」「みんなできめたルールは守 りま

しょう」 といった自分の身近なひとへの配慮を(や は り指令のかたちで)

教育 している。組織的な不正にかんしても，こうした徳育やしつけの延長

上でとらえ，「個 々人がしっか りと身を律すればおのず とふせげるはず

だ」 といった思いこみが存在する。

 しか し， さきの組織的不正に加担 したひとたちのおおくは，しつけや常

識に欠いた人物たちではなかった。そのほとんどは，普段はむしろよき家

庭人であり，よき隣人であり， よき同僚であっただろう。この意味で，か

れ らはごく普通のひとたちであり，実際，事件報道をみた視聴者のおお く

は，一歩 まちがえば自分 もかれらとおなじことをしていたと感じたはずで

ある。

 このように，個人としてはささいな窃盗すらおかさないひとたちでも，

組織的な行動においてはおおきな不正義に加担することがある。極端な例

をあげれば，数百万 ものユ ダヤ人虐殺を執行したナチスのアイヒマンは，

倒錯 した殺人鬼である どころか，小心 とよべ るほど 「まじめな」官吏で

あった(Arendt)。 個々人の道徳観の向上はもちろん必要である。 しか

し，組織的不正をあつかう倫理学は，集団行動 と個人行動のちがいに着目

しなければならない。ひとりの個人としてはごく常識的なひとたちが，組

織の力学のなかでしらずしらずの うちに不正に くわわった り，悪い とわ

かっていなが ら抵抗できずに不法行為に手を染めた りしてしまうのが，組

織的不正の正体である。小玉は，企業の経営倫理企画室にかかわる立場か

ら，「組織には，個人の倫理観 を歪める “見えざるパワー”が存在 してお

り，不祥事を撲滅するには，そのパワーの源泉をつきとめた上で，経営倫
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理 に よ るマ ネ イ ジ メ ン トを定 着 させ な くて は な らな い」 と論 じて い る(小

玉 ：19)。 い か に個 人 と して す ぐれ た 倫 理 観 を も って い て も，組 織 と して

倫 理 が た だ し く確 立 され て い な け れ ば葛 藤 を生 じ，結 果 と して組 織 の都 合

を優 先 させ て しま う(菱 山b：31)。

2. 組織的不正 ・不祥事の発生構造

 これまでの倫理学には，組織のあり方や集団行動を問題とする視点に欠

けていた。 しか し冒頭でとりあげた不正 ・不祥事は，いずれも組織風土に

かかわっている。

 その第一の特徴として，組織の業務や慣習が，恒常的に不正状態あるい

は法抵触状態にあったことである。 さきにふれたリコール隠しや談合がそ

うであり，食中毒事件では，不衛生な製造が常態的におこなわれていた。

あるいは逆に，法規やルール自体が時代遅れになっていた り，業務を遂行

するうえで不備だったりすることもある。しかし，業務とルールの乖離状

態を放置 していると，それを利用 した不正が発生 しやすい。このばあい

も，業務形態が不正を助長する背景となる。

 第二に，事件や事故が発生したときに，組織 ぐるみでこれを隠蔽 しよう

としたり，適切な対処を怠った りしたことで被害や損害を拡大させた点で

ある。これは第一の特徴から派生して くる。不正の根本原因が組織構造や

業務慣行にあるため，管理責任や連帯責任をおそれるものは不正の隠蔽に

加担 してしまう。

 第三に，不正を犯したものに罪の意識がよわいことである。不正が発覚

したときには，「いつのまにか，そうなっていた」「命令だった」「慣習 と

なっていた」，あるいは 「どこが悪かったのかわからない」 といった権限

への逃避が語られる。不正が恒常的なものであ り，不正とさえ自覚 されて

いないばあいには，「自分だけではない」「以前か らそうなっていた」 とい

う発言がなされても不思議ではない。さらに，問題の所在があきらかにさ
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不健 全な組織 状態

・ルールが不明確

・慣行と常識の乖離

・公私混同・恣意的命令
⇒

  問題の発 生

・慣行の法抵触状態

・慣行を利用した不正

・個人の不正と慣行が関係

問題の深刻化

現場からの報告・

是正改善要求

間題先送り・隠蔽秘匿・

制度改革なしの個人処罰

内部告発

マスコミ

情報開示請求

 事件化

発覚・逮捕・処罰

図1=不 正 ・不祥事発生 の構造

れず，うやむやのうちに個人処罰がなされた ときには，「運がわるかった

だけだ」 とい うことになり，おな じ不正が くりかえされる。以上のよう

な，不祥事発生の構造は，図1の ように図示で きる。

 たとえば，「埼玉県桶川市女子大生殺害事件」を取 り上げてみよう。こ

の事件 は，埼玉県桶川市で1999年10月 にひとりの大学生(女 性，当時

21歳)が 刺殺 された事件にか らみ，上尾署の捜査に調書を改ざんするな

どの不正な行為があった として，改ざんに関わった元刑事二課長 ら3名

(懲戒免職)が 虚偽有印公文書作成 ・同行使で有罪となり，同時に，監督

責任および事後の不十分な対処の責を問われて，埼玉県警本部長，県警刑

事部長，上尾署長，警務部監察官など計十数名が処分された事件である。

 この場合を上の図 と照 らしあわせてみ ると，まず被害者の大学生は
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1999年6月 ごろから，容疑者 らに現金を要求 された り，自宅周辺に中傷

ビラをまかれたりなどのス トーカー的な行為を受けてお り，これについて

被害者は名誉棄損容疑で告訴しようとした。しかし，告訴を受理すると捜

査の進み具合を定期的に県警本部に報告しなければならならず，捜査に消

極的だった上尾署刑事二課の課長と係長，課員の三人は，告訴受理の事実

をなかったことにしようとして調書を書き換 え，ふせて告訴を取 り下げる

よう被害者側に求めた。 ここには，法律上の不備も手伝ったス トーカー対

策の遅れ，調書の改ざんの常態化(「不健全な組織状態」)，ス トーカー犯

罪に対する認識の甘 さ(「問題の先送 り」)が 見てとれる。

 この結果，犯人のス トーカー行為を放置することとなり，ついに被害者

は路上で刺殺(1999年10月)さ れ(「事件の深刻化」)，犯人と目される

青年は逮捕 される前に自殺 してしまう。

 事件が明らかになるにつれ，上尾署が告訴の取 り下げを求めたのではな

いか という疑いがかかり，県警は捜査が適切だったかどうかを調べる調査

班を設置 した。県警は，一旦は，捜査員に告訴の取 り下げを明確に求めた

発言はなかったと説明した。 しかしこの説明に対して，遺族からつよい異

議が申し立てられ，マスコミから 「事件の隠蔽」，「身内のかばい合い」と

して厳 しい批判を受けることになる。そして再調査がなされた結果，同課

長 らが被害者 とその家族に告訴の取下げを迫っていた事実が判明した。

 現場における不正や捜査怠慢はもちろん論外の不祥事であるが，この事

件の問題点はそれだけではない。むしろ一般の国民が警察に対して不信を

深めたのは，被害者が殺害された後に，「さらに非難が強まることを恐れ

て」虚偽の押収品目の調書を作成 したり，県警の内部調査が不徹底であっ

たりした点にある。すなわち，ひとつの失敗や不正を隠蔽しようとして，

つ ぎつ ぎに不正を重ねている点が重大である。この 「隠蔽体質」「閉鎖

性」「身びいき」が，事件をさらに大きな問題へと発展 させ，処分者の数

を増や し，警察の威信を失墜 させた。一方，被告人質問で被告のひとり

は，弁護側の 「(調書の)整 合性を持たせるため，供述者に確認すること
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なく調書を書き直す ことはあるのか」との質問に，「頻繁にではないが，

何回かあった」と答え，この事件以外にも調書の改ざんを行っていたこと

が明らかになった(読 売新聞00/07/14東 京朝刊社会面03段)。

 もうひとつの例をあげてみよう。雪印乳業(株)大 阪工場製造の 「低脂

肪乳」等を原因とする食中毒事件は，平成12年6月27日 に最初の届出が

なされて以降，報告があった有症者数は14，780名 に達 し(う ち1人 が死

亡)， 近年，例をみない大規模食中毒事件 となった(厚 生労働省 「雪印乳

業食中毒事件の原因究明調査結果について(最 終報告)」)。この事件にお

いても，極めて不衛生な食品管理や賞味期限の改ざんが常態化 してお り，

それが黙認されていた点が問題である。 しかし，事件が発生した後の対応

についても，その誠実さが疑問視された。たとえば，製品の自主回収に至

る経過に疑問な点があるとして，長野県食品環境水道課は八ケ岳雪印乳業

茅野工場を調査 した。最終的に，雪印乳業は，国と大阪市の調査報告を受

けて，「食中毒事故が(刑 事)事 件にまで発展 した背景には弊社の企業体

質，風土に問題があった」 と謝罪 した。

 このふたつの事例のいずれにおいても，組織の業務や慣習が恒常的に不

正状態にあり，これが原因となって事件や事故が発生している。さらに，

事件や事故が発生 したときに，組織 ぐるみでこれを隠蔽しようとした り，

事後の対応に危機感が足 りずに問題が大 きくなった りした。これらの事例

にあきらかなように，昨今の不正 ・不祥事の原因は組織風土にあると言っ

てよい。

3.倫 理 とコ ミュニケーシ ョン構造 の分析

 ペインが指摘するように，「数えきれないほど多い企業の不正行為の原

因をたどっていけば，むしろ，非現実的な目標達成への圧力，誤ったイン

センティブ制度，管理不良，不注意な雇用，不適切な教育訓練，そして，

倫理的なリーダーシップの欠如に行 き着 く。組織風土こそが企業犯罪の最
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大 の 原 因 で あ る こ とが 明 ら か に な って きて い る」(Paine：11)。 と は い う

もの の ， あ ら ゆ る組 織 が 組 織 的 な不 正 を お か して い る わ け で は な い 。 不 正

を生 じや す い組 織 風 土 と い う ものが あ る はず で あ る。 そ れ は どの よ うな も

の で あ り， どの よ うに 分 析 す れ ば よ い の だ ろ う か。 以 下 で は ， コ ミュ ニ

ケー シ ョン理 論 の 観 点 か ら， 問 題 あ る組 織 の構 造 を あ き らか に す る が ， そ

の ま え に， 本 論 で 想 定 して い る社 会(組 織)と コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンの 基 本

的 な関 係 につ い て 論 じて お く。

 サ イバ ネ テ ィ ク ス の創 始 者 で あ る ノー バ ー ト ・ウ ィー ナ ー は ， 『人 間 機

械 論 』 の なか で つ ぎの よ う に論 じて い る。

インドの社会のように，社会的に層別化された社会共同体では個人と

個人のコミュニケーションの手段はその家系 と地位によって厳格に制

限されている。専制君主が支配する社会では，臣下相互の間のあらゆ

る関係は臣下と君主の関係に比べれば二の次である。領主と封建的家

臣に階層的に組織された封建社会では，社会的コミュニケーションは

非常に特殊なテクニックが用いられる(Wiener：49)。

 ウ ィー ナー に よれ ば， そ の 社 会 が どの よ うな社 会 で あ る か は ， コ ミュ ニ

ケー シ ョ ンの あ り方 で き ま っ て くる。 世 界 に存 在 す る 多種 多 様 な社 会 形 態

は ， 通 信構 造 の 違 い と して 記 述 す る こ とが で き る。 民 主 主 義 は ，個 人 間 お

よび 階 級 間 で の コ ミュニ ケー シ ョ ンが 妨 げ られ る こ との もっ と もす くな い

社 会 で あ り， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 自 由 度 が 最 大 化 し た 社 会 で あ る

(Wiener：50)。 こ の ウ ィ ー ナ ー の 分 析 か らひ き だ せ る 最 大 の 教 訓 は ，社
  ヘ   ヘ   へ

会 の なか で コ ミュニ ケー シ ョ ンが お こ な わ れ る の で は な い ， とい う こ とで

あ る 。 まず社 会 とい う枠 組 み が あ り， そ の なか の ひ とび とが コ ミュ ニ ケ ー

シ ョ ンす るの で は ない 。 社 会 は ま さ に コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンに よっ て 形 成 さ

れ るの で あ り， 社 会 と は コ ミュニ ケ ー シ ョ ン構 造 そ の もの で あ る 。 社 会 の

成 員 と は コ ミュニ ケー シ ョン可 能 な ひ と び と の集 合 の こ とで あ り， あ る社
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会のなかの下位集団(階 級，地域，グループ)は ，通信の制限によって生

まれる。

 コミュニケーション構造の観点から分析するならば，問題となった組織

に共通する特徴として，第一に，大型でいわゆる官僚機構型の組織であっ

たこと，第二に，現場 とトップとのあいだにいくつもの中間管理職が配置

してあり，意思伝達がスムーズでなかったことがあげられる。先にあげた

埼玉県警の不正や雪印食中毒事件においても，この特徴が当てはまる。草

野厚は，「えひめ丸事件」「阪神淡路大震災」「東海村核関連事故」などの

組織的不正 ・不祥事を分析 し，官僚機構の問題点を明らかにしている。 し

か し，草野 によれば，こうした問題は，官僚機構の ものばか りとは言え

ず，組織が目標 ・目的を見失って形式主義(マ ニュアル主義)に 陥 り，縦

割 り型の組織構成になってしまえば，どのような組織にも生 じると言 う。

民間企業でも例外ではない(草 野 ：203-210)。

 したがって，近年の不正事件は，お もにタテ(ハ イアラーキー)型 社会

とよばれる組織で生 じたと考えられる。つ ぎにタテ型組織の特徴 と問題点

をさぐってみる。

4. タテ型社会の特徴

「タ テ型 社 会 」 と は，(ト ップ を除 く)成 員 の ひ と りひ と りが 指 示 を う け

図2： タテ型社 会の構成
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る上 位 者 を ひ と りは もっ て い る社 会 を 意 味 し， 図2の よ う な ピ ラ ミ ッ ド型

の 階 層 を な して い る。(2)

 この 組 織 の 典 型 例 は官 僚 制 で あ る。 あ る 集 団 に は ， 通 常 ， フ ォー マ ル な

構 造 とイ ンフ ォーマ ル な構 造 が あ る。 フ ォー マ ル な構 造 は， 組 織 図 ， 業 務

内 容 ， ル ー ル に よ っ て しめ され ， イ ン フ ォー マ ル な もの は， 世 評 ， 噂 ， 集

団 内で の イ ンフ ォーマ ル な仕 事 仲 間 に よっ て しめ され る。 タ テ型 社 会 の 意

思 伝 達 ・情 報 伝 達 の フ ォー マ ル な チ ャ ン ネル は 縦 で あ り， そ れ ゆ えつ ぎの

よ う な特 徴 を もつ 。

(1)社 会 が い くつ か の 階 層(グ レー ド)に よ っ て構 成 され て い る。

 こ こで い う階 層(グ レー ド)と は 階級(ク ラス)で は ない 。 階 級 は，

 カー ス ト制 や 封 建 制 にお け る士 農工 商 の よ うに 出 自 に よ って 決 定 され

 て い る社 会 層 を さす が ， タテ型 社 会 の 階 層 は ， 会社 にお け る地 位 の よ

 う に， ひ と りの 人生 にお い て上 昇 可 能 で あ る 。

(2)命 令 ・指 令 ， したが うべ き価 値 ・規 範 が 上 か ら く る。

(3)成 員 は階 層 上 の 地 位 を上 昇 す る こ とに価 値 を 見 だ す よ う に な る。

(4)人 間 関 係 が 上 下 を 基 本 と し て つ な が っ て お り， 横 の つ な が りに 弱

 い 。

 もち ろ ん， タテ 型 社 会 に お い て も， 横 ど う しで イ ン フ ォー マ ル な コ

 ミュ ニ ケ ー シ ョ ンは お こ な わ れ て い る 。 しか し， フ ォー マ ル な コ ミュ

 ニ ケ ー シ ョ ンは縦 に しか な い。 た とえ ば ， タテ 型 の 企 業 で は， い わ ゆ

 る ビ ラ社 員 ど う しで 頻 繁 に 情 報 交 換 を お こ な っ て い て も， 指 令 した

 り， 正 式 な情 報 伝 達 をお こ な っ た りす る こ とは で き ない 。

(5)権 威 と権 力 が トップ に集 中す る。

(6)上 下 関 係 は， ルー ル ・法 規 以 上 に重 要 とな る 。

 関 連 法 規 や 社 訓 ， 業 務 上 の基 本 規 則 は ，組 織 内 で の 地 位 や 人 間 関係 と

 は 関係 な く， 成 員 全 員 に適 応 され る もの で あ る。 しか し， タ テ型 社 会

 を構 成 して い る 当の コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンは縦 の指 令 関係 に あ るた め ，
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この社会においてルールや法規は二次的な意味合いしかもたなくなる

傾向にある(中 根1967：119-122)。 このことは タテ型でない社会 と

比較 してみると明瞭になる。たとえば民主主義国家は，タテ型の指令

ではなく，憲法や法律という相互的な指令によって社会が構成 されて

いる。民主主義の第一の要件 として法治主義があげられるが，これ

は，近代国家にとって法がもっとも基本的な指令であることを意味 し

ている。

 で は ， な ぜ タテ 型 社 会 が 存 在 す るの で あ ろ うか 。E.M.ロ ジ ャー ズ とR.

A.ロ ジ ャ ー ズ に よ れ ば ， 情 報 処 理 の 観 点 か ら説 明 で き る(Rogers&

Rogers：102-106)。 コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンの 問 題 の ひ と つ は ， コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョン過 多 に あ る 。 組 織 の 成 員 の ひ と りが コ ミュニ ケー シ ョ ン過 多 に

お ち い る と， 本 人 の 仕 事 の 能 率 は さが り， ほか の ひ と の能 率 もさが っ て ゆ

く。 よっ て ， 組 織 が 能 率 的 に 機 能 す るた め に は コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンが 制 限

され な け れ ば な ら ない 。 タテ 型 組 織 で は， 直 属 の 上 司 を とび こ え て ， そ の

うえ の 上 司 と直 接 コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンす る こ と は 歓 迎 され な い 。 上 司 は

ゲ ー トキ ー パ ー と して ， 上 層 部 に と ど け るべ き情 報 を取 捨 選 択 す る。 選 択

す る こ とで コ ミュ ニ ケ ー シ ョンの 過 負 荷 が お こ らな い よ うに して い る。 タ

テ 型 社 会 は 情 報 過 多 に た い し迅 速 に対 応 で き る。

5. タテ型社会の問題点

つぎにタテ型社会のおもな問題点を列挙 してみる。

ω ゲー トキーパーにより，情報が歪曲 ・制限される

  タテ型社会では， トップと最下層のあいだにい くつ もの中間管理職

 が存在する。中間管理職はゲー トキーパーとして情報を取捨選択する

 が，これによって情報が歪曲 ・制限される可能性もある。

  昨今の不正 ・不祥事においても，不正や事故への対処があまりに緩
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慢 で あ った り， 不 適 切 で あ っ た り した こ とが 問題 とな っ た。 こ れ は ，

現 場 か らの 正 確 な情 報 が す ばや くつ た わ らず ， 意思 決 定 者 の 判 断 が お

くれ た り， あ や ま っ た り したか らで あ る。 逆 に ， トップ か らお く られ

る指 令 が ， 現 場 にい た る まで に歪 曲 さ れ る可 能 性 もあ る 。 そ の 最 悪 の

例 の ひ とつ が ，1968年 ベ トナ ム に お け る 米 軍 の 「マ イ ・ラ イ村 の 虐

殺 」 で あ る。 司 令 部 の 「住 民 は攻 撃 す る な」 とい う指 令 が ， 中 間 過 程

で 「ゲ リ ラが 潜 んで い る村 以 外 は攻 撃 す る な」 とな り，最 終 的 に 「あ

の 村 に は ゲ リ ラが い る。 攻 撃 せ よ」 とな っ て し まっ た 。

(2)負 のフィー ドバ ックが利 きにくい

  フィー ドバ ックとは，出力 したものの一部を入力の側にもどすこと

 であ り，負のフィー ドバ ックとは，フィー ドバックによって最初の出

 力を停止 したり，減 じたりすることである。これを人間の組織でいう

 ならば，現場か らの情報におうじて上層部からの指令を停止した り，

 変更 した りすることをいう。 しか し， タテ型社会において，ゲー ト

 キーパーは，現場か らの不利 な情報を上層部につたえない傾向があ

 る。おおくの組織では，直属の上司が人事評価や報酬評価をおこなっ

 ており，指令の失敗は自分の無能と判断された り，業務に不熱心なせ

 いだと判断されたりするからである。

  これによって，計画の実現が不可能となった り，予想された成果が

 あが らなくなったりしても，その情報がつたわらずに無意味な業務が

 継続 されることがある。ウィーナーは，「命令を下す管理者は，国家

 の場合であれ，大学や会社の場合であれ，上から下への命令の流れだ

 けでなく，両方向的な通信の流れをつ くっていなければならない」と

 指摘 している(Wiener：49)。

(3)派 閥主義が横行する

  タテ型社会は，権威 と権力が トップに集中する組織である。 しか
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し， トップ の能 力 が ひ くい ば あ い ， 派 閥 主 義 が 跋 扈 し， 組 織 が さ さ ら

状 に分 割 しやす い。 さ きの組 織 図 をみ れ ば あ き らか な よ う に， トップ

のす ぐ下 の 階層 の ひ とた ち も， そ れ ぞ れ の 部 下 を擁 す る ピ ラ ミ ッ ドの

頂 点 に た っ て い る。 した が っ て ， トップ の リー ダー シ ッ プが よわ けれ

ば ， そ の組 織 は複 数 の ピ ラ ミ ッ ドの 並 列状 態へ と解 体 す る。 社 長 が 無

能 で あ る と，取 締 役 た ち が い くつ か の 派 閥 を形 成 し， 数 の お お い 派 閥

が社 内 で優 勢 に な る。 トップ が リー ダー シ ッ プ を発 揮 して い た と き に

は 明確 で あ っ た組 織 の 方針 も， 派 閥 主 義 が横 行 す る こ とで 一 貫 した ポ

リ シー の な い状 態 へ とお ち い る 。

(4)コ ンティンジェンシーへの対応が弱い

  コンティンジェンシーとは，予測できなかった突発事，偶然事，緊

 急事態を意味する。 タテ型社会は，コンティンジェンシーに対応 しに

 くい社会である。なぜなら，フォーマルな意思伝達の回路が縦にしか

 存在しないからである。

  たとえば，ある現場(A)で 予想 もつかない緊急事態がおこったと

 しよう。その現場だけでは問題に対応できず，ほかの部署(B)か ら

 の応援：が必要だとわかったとしよう。 しか し，(A)か ら(B)に たい

 し，直接 に応援 を要請することはできない。横から横への指令はタテ

 型社会では禁 じられている。そこで，(A)の 責任者は上司に状況を

 報告し，その上司がまたうえに報告するといった過程をくりかえし，

 統括する管理者か ら命令がお りてきて，(B)は はじめて要請におう

 じられることになる。つまり，情報は下辺一上辺一下辺を経由するこ

 とになる。これは，コンティンジェンシーに対応するには，あまりに

 時間のかか りすぎる過程である。

  組織の規模がおおきければおおきいほど，事故や問題の範囲がおお

 きければおおきいほど，情報伝達に時間がかか り，緊急事態への対応

 はより緩慢 になる。そのあいだに，現場は手のほどこしようのない状
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態になっているかもしれない。タテ型社会では，刻々と犯人が移動す

る広域犯罪や，現場での緊急かつ広範な対応が必要とされる大規模災

害や大事故にたいしては有効に機能しないであろう。あるいは，消費

動向がめまぐるしく変化する市場にも向いていないだろう。コンティ

ンジェンシーに的確に対応するには現場への権 限委譲が欠かせない

が，これは従来のタテ型の秩序を相当の度合いで変更することでもあ

る。

(5)ル ールや法規より上下関係が重視される

  この点についてはすでにふれておいたが，補足をしてお く。本来，

 業務規則や関連する法規は，組織の成員が平等に遵守すべ きものであ

 る。これがはっきりしめされていないと，不健全な組織風土が うまれ

 やすい。というのも，上司の行動を規制するものがなくなるからであ

 る。上司はあたかも自分に絶対の自由が保障されているかのようにふ

 るまい，公私混同や恣意的な命令をおこなうようになる。あるいは，

 責任や権限の範囲 もルールによって明示 されるべ きだが，これが曖昧

 だと，問題がおこったときに不当な連帯責任や管理責任 をとらされか

 ねない。すると，管理責任をおそれる上司はこまかに部下を管理する

 ようになり，職場には閉塞感が うまれる。 さらに，不正が発生したと

 きは，連帯責任をさけようとして無実な者 まで不正隠蔽に加担するよ

 うになる。

  また，まもるべ きルールがはっきりしていない社会 とは，言語 に

 よって行動を律 しようとしない社会，つまり言語を重視しない社会で

 あると言える。(3)安土は，経営者の観点か ら， 日本人社会が非言語的

 コミュニケーションに立脚 しており，このことが経営上の問題をひき

 おこしていると指摘する。つ まり，言語的コミュニケーションが十分

 に機能 していないため，組織のなかで書かれる文章が空文虚字 とな

 り，タテマエとホンネの使い分けが横行し，目的を合理的に追求する
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ことをさまたげてしまう(安 土=246-255)。 そこで安土は，組織の健

全化のためには，「言語化された経営」を実行すべきだと提案する。(4)

 ところでこの世にあるすべての組織や社会を，タテ型社会としてと

らえているひとたちが存在する。たとえば，民主主義的な国家や地方

自治体は法治主義によってな りたってお り，成員間には上下の指令関

係は存在しない。にもかかわらず，これらの社会をタテ型社会と混同

しているひとがいる。目上目下といった 「古きよき」秩序が崩れてい

るといって，民主主義的社会を批判するひとたちは，的外れな批判を

しているばか りでな く，ルールや法の意義についてもよく理解 してい

ない可能性がある。

(6)閉 鎖的になりやすい

  タテ型社会はピラミッド型をしている。このかたちを上か ら押 しつ

 ぶしてみれば， トップが中心にいて，下層が周辺にいることがわかる

 であろう。周辺 とは，組織が外部の世界 と接する場所である。これ

 は，タテ型社会では，上層部でおこなう意思決定が現実か ら乖離 しや

 すいことを意味 している。つまり，この タイプの組織は，閉鎖的 ・自

 己完結的になりやすい。

  いかなる社会も一定の目的をもって組織されてお り，機能すべ き対

 象がある。近代国家は国民の利益のために組織されており，企業は顧

 客の要望にこたえることで収益をあげる。株式会社は，利益を株主に

 還元するという目的をもつ。これ らの 目的や対象はいずれも組織の外

 部に存在する。 しか し， タテ型社会は，その閉鎖性ゆえに，外部にあ

 る目的や奉仕すべ き対象をみうしないやすい。組織は本来，目的や対

 象にあわせてみずか らを変えてゆかねばならないはずであるが，タテ

 型社会では，目的や対象のほうを組織の都合にあわせ ようとする(奥

 中 ：65)。企業では，生産者中心主義から消費者(顧 客)中 心主義へ

 という経営転換が言われるが，これは，企業の存在が消費者に依存 し
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  ていることを再確認すると同時に，組織論的にはタテ型社会からの脱

  却をめざすものであろう(大 塚 ：4)。組織が 目的や対象をみうしなう

  ことは，おのれの存在根拠をほりくず しているのであり，衰退はまぬ

  がれない。昨今の大企業倒産のい くつかは，組織が閉鎖的になったこ

  とに起因している。

 組織の閉鎖性は，当然，透明性の欠如につながる。ルールがはっきりし

ないことも手伝 って，タテ型社会は，外か らはみえにくい内部の力関係や

人間関係で組織がうこいてしまう。

6. タテ型社会と組織的不正

 以 上 の よ う に， 昨 今 の 不 正 ・不 祥 事 の 原 因 は， タテ型 社 会 の 問題 点 ， と

くに(5)の ル ー ル ・法 規 の軽 視 と(6)の 閉鎖 性 に あ る。

 冒 頭 で あ げ た 組 織 的 不 正 は， 自分 の 属 す る 中規 模 集 団 の利 益 を ， よ り…

般 的 な社 会 集 団(消 費 者 ， 株 主 ， 利 害 関係 者 ， 国民 ， 国際 社 会)の 利益 よ

りも， 意 識 的 ・無 意 識 的 に優 先 させ た こ とか ら生 じて い る 。 タテ 型社 会 は

閉鎖 的 に な りや す い 。 この タ イ プの 組 織 へ の過 度 の コ ミ ッ トメ ン トが ，組

織 の 外 にい る ひ と び との 利 益 を忘 れ させ る。(5)濃密 に組 織 に コ ミ ッ トして

い る ひ とた ち は ， 「誠 実 」 に 「ま じめ 」 に業 務 を して い る つ も りで も，組

織 の外 へ の 視 線 を欠 い て し ま う。 そ の た め， 自分 た ち の業 務 や慣 習 が ， 一

般社 会 の ル ー ル や 常 識 ， 利 益 に合 致 して い る か ど うか に つ い て 無 頓 着 に な

りや す く， つ い に は， 業 務 自体 が 恒 常 的 に 不 正 な状 態 に な っ て ゆ く(岸

田 ：44-45)。

 す る と， 不 正 が 生 じた と き も， そ の 発 生 源 が 組 織 の慣 習 や構 造 に あ る た

め 問 題 を隠 蔽 し よ う とす る。 さ ら に， タテ型 社 会 は コ ンテ ィ ンジ ェ ン シー

へ の 対 応 が 弱 い た め ， 事 後 の 迅 速 で 適 切 な処 置 を怠 っ て し ま う。

 も ち ろん ， こ う し た組 織 的 不 正 はべ つ に 日本 だ け の特 殊 な現 象 で は な い

(桜井 ：95-122)。 た だ 日本 で の 問 題 は， これ ら不 正 が い ま だ に個 々 人 の 道
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義 心 に 帰 され ， 組 織 の あ り方 自体 が 抜 本 的 に み な お さ れ て い な い 点 に あ

る。 だが そ の一 方 で ，組 織 に た い す る倫 理 的 な 要 請 は ， 以 前 に くらべ て は

るか に高 度化 して い る。 現 在 で は ， あ る組 織 が ， 市 民 社 会 の 一 員 と して 倫

理 的 責 任 を負 うべ き こ とは ， す で に 先 進 国 共 通 の 認 識 と な っ て い る(水

谷 ：3-4章)。 組 織 の 倫 理 性 ・誠 実 性 は ， た と え ば つ ぎ の よ う な 問 題 に た

い して 問 わ れ て い る。 異 文 化 理 解 ，贈 収 賄 ， セ ク シ ャル ・ハ ラス メ ン ト，

環 境 保 護 ， 健 康 と安 全 の 基 準 ， プ ラ イバ シー ， 知 的 所 有 権 ， 競 争 の 公 正

さ， 雇 用 な どで あ る(Paine：91)。 これ らの倫 理 的要 請 は ，社 会 が 国 際 化

す れ ばす る ほ どよ り高 度 に な っ て ゆ く。(6)

 そ れ で は， どう した ら タテ型 社 会 の弊 害 を と りの ぞ き， 上 記 の 倫 理 的 要

請 に こ た え られ る だ ろ うか。 処 方箋 を 考 察 して み よ う。

7. コ ミュニケーシ ョン と倫理

 まず，倫理の原則について手短にふれておこう。倫理(道 徳)原 則 と

は，個々の道徳判断を演繹的にみちびける原則をいい，これについてはさ

まざまな哲学的主張がある。たとえば，キリス ト教では黄金律とよばれる

倫理原則が存在する。「あなたが自分におこなうように，他人にこれをお

こないなさい」。あなたが，差別されたくなければ，他人も差別してはな

らない。あなたが，困ったときに助けてほしければ他人も助けなさい。と

いうことになり，黄金律からすべての道徳的判断をみちびきうると考えら

れている。また，カントによれば，道徳は，「あなたの行為の格率が，人

間らしい行為の普遍的な法則 となるように行為しなさい」 という原則に

よってな りたつ。ベ ンサムの功利主義では，「最大多数の最大幸福」を実

現するように行動することが倫理の原則とされる。現代倫理学は，どの原

則が もっとも妥当であるかについて議論をつづけている。

 簡単にこの原則論に決着をつけることはできないが，本論では，倫理を

集団的な自己決定とみなす立場 をとることにする。集団的な自己決定と
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は， 成 員 の 合 意 に よ っ て 従 うべ きル ー ル を定 め て ゆ こ う とす る 態 度 で あ

る。 よ っ て， 倫 理 的 な態 度 は ， 「何 を ル ー ル と なす か」 以 前 に ， 「い か に し

て ルー ル を定 め るか 」 とい う手 続 きこ そ を重 視 す る 。 道 徳 的 に正 しい ルー

ル とは ，正 当 な手 続 き(due process)に よ っ て 定 め ら れ た ル ー ル の こ と

で あ る。 実 際 ， 現 代 の 倫 理 学 者 や 哲 学 者 の お お くが ，倫 理 と コ ミュニ ケー

シ ョ ンの 密 接 な 関係 につ い て指 摘 して い る。 ル ー ル の 決 定 は コ ミュニ ケー

シ ョ ンに よ っ て な され る。 この 決 定過 程 か ら締 め だ され れ ば ， そ の ひ と に

と って 不 利 で 不 公 平 な ル ー ルが つ く られ る か も しれ な い 。 よ って ， コ ミュ

ニ ケー シ ョ ンは倫 理 の基 盤 で あ る。

 た とえ ば， ハ ー バ ーマ ス に よれ ば ，文 化 ・社 会 ・人 格 とい う社 会 シ ス テ

ムの 構 成 要 素 を むす び あ わせ て い る の は ， 日常 言語 を媒 体 と した コ ミュニ

ケ ー シ ョ ンであ る。 こ の 厂コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン的 行 為」 に よ って 相 互 行 為

は 調 整 さ れ ， 社 会 秩 序 が 形 成 さ れ る と い う(Harbermas 1984；1985；

1986 ；1987 ；2000)a

 あ る い は， ヘ ア や ロ ー ル ズ は， 「コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン」 とい う表 現 は 使

わ な いが ，相 互 的 な視 点 の転 換 に倫 理 の 基礎 を も とめ て い る。 ヘ ア に よれ

ば， 「相 手 の 立場 に た つ 」 こ とに 倫 理 の 基 礎 が あ る。 道 徳 的 判 断 を お こ な

お う とす る ひ とは ， 関係 者 の 立場 に 身 をお くこ と に よ って ， そ れ ぞ れ の ひ

との選 好 を 自分 の選 好 と して と らえ ， そ の う えで そ れ らの 選 好 の 強 弱 を比

較 して 判 断 す べ きで あ る(Hare 1982 a，1982 b； 山 内)。 関 係 す る 各 々の

立 場 に 自分 自身 を お きい れ ， そ こで の 選 好 を考 慮 して 道 徳 的 判 断 は な さ れ

るべ きで あ る。 た と え ば ， 「理 由 な く人 を 殺 す こ と」 を 禁 止 す る 道 徳 的

ル ー ルが 正 当化 され る の は ， だ れ も理 由 も な く殺 され る こ と は望 ん で はお

らず ， どの ひ との立 場 に た っ て も， そ の 禁 止 を普 遍 化 しう るか らで あ る。

 他 方 ， ロ ー ル ズ は 「人 び とが あ つ まっ て 政 治 的 組 織 の 原 理 を決 め よ う と

す る な ら， どの よ う な 同 意 が 得 られ る か」 とい う社 会 契 約 説 の 立 場 か ら

『正 義 論 』(1979)を 展 開す る。 そ こで か れ は ， これ か ら社 会 を構 成 しよ う

とす る 人 た ちが 「自 分 が 何 者 か を 知 ら な い状 態 」， つ ま り自分 が 裕 福 か 貧
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乏か， どんな人種か，男か女か，どんな社会的地位かについてまった く無

知な状態にある(こ れを 「無知のベール」 と呼ぶ)と 想定して議論をすす

める。この個性の差が消 し去 られた状態で人びとが同意 したルールこそ

が，公正な法，正義にかなった法であるという。なぜ，ロールズがこうし

た非現実的な想定をするかといえば， これによって人間における偶然的要

因を排除で きるか らである。いわば，自分がほかの人の立場でもあ りえた

と考える態度こそが，正義の根幹をなすのである。

 以上のように，ヘアにおいてもロールズにおいても，自分の個性や個別

の事情をペ ンディングして，おおくの他人の立場にたつことに倫理の根本

が もとめられている。こうした 厂視点の転換」には，さまざまな他者との

コミュニケーションが前提 とされているだろう。

 こうした 「視点の転換」を普遍化 したものが人権などの民主主義的価値

である。生存権，所有権，自由といった人権は， どのひとの立場にとって

も望 ましく，「相手の立場にたつ」ことの最大公約数である。こうした民

主主義的価値をまもることが，現代社会における基本的な倫理的態度であ

る。 日本では，民主主義がたんなる政治形態の一種 としてとらえられるこ

ともあるが，そうではなく，民主主義は現時点で人類最高の道徳的達成で

ある。

 この点において，わたしたちは，ヘアやロールズ以上のコミュニケー

ションの重要性を強調 しなければならない。なぜなら，現在の倫理的要請

のおお くが利害関係者 との対話を必要 としているからである。たとえば，

どのような態度がセクシャル ・ハラスメントとなるかの基準は，自分の内

面的良心によってきめることはできない。問題は，相手がどう感じるかに

あるか らである。あるいは，近年，医療や歯科治療の現場では，治療方法

やその副次効果 を患者に説明 し，同意 を得なが ら診療 をお こなうイン

フォームド・コンセ ントがかなり普及 している。ただ自分の善意に従って

治療 したというだけでは，他者の身体に手を入れる行為を正当化で きな

い。同様の理由で，贈物(賄 賂)， 差別(人 種 ・性 ・年齢)，環境問題，公
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平な雇用 と人事，健康 と安全，プライバシー，知的所有権，競争の公平

さ，文化的差異，地域社会との関係など，現代社会のおおくの倫理的問題

が，ステイクホルダー(利 害関係者)と のコミュニケーションを必要とし

ている。

 さて，本論で問題 としている組織的不正は，組織内部の都合を優先 さ

せ，組織の外にいるひとびとの立場にたてなかったことに起因する。これ

らの不正は，自分の属する集団の利益を，一般的なステイクホルダー(消

費者，株主，国民，国際社会など)の 利益よりも優先させたことに起因し

ている。現代社会は，各分野が高度に分業化 ・専門化 している。それは効

率というメリッ トとひきかえに，テクノクラシーというデメリットをもた

らす。外部とのコミュニケーションに欠いた組織は，自分たちの業務や慣

習が一般社会のルールや常識，利益に合致 しているかどうかについて無頓

着になりやす く，組織外部のステイクホルダーの存在を等閑視 しがちであ

る。つまり，不正の根本原因は組織の閉鎖性にある。

 タテ型社会はこうした閉鎖性を生 じやすい社会である。したがって，組

織的不正を予防するためには，組織のなかにいながら外部のひとの視点に

たてるような機制を成立させる必要がある。倫理教育(研 修)に ついて

も，従来の単純な遵法指令ではなく，そうした視点の変換 をうながすよう

な教育方法が有効である。われわれは，自分の行為がどのような影響 をお

よぼすかを完全に予測することはできない。人間の認識能力はさまざまな

制約をうけてお り，他方，行為がひきおこす因果関係ははてしな く連鎖 し

てゆく。 したがって，組織行動にかんしても，組織内部の視点からながめ

るだけでは，その行動が外部にたいしてどのような影響 をおよぼ している

のか，十分に把握することはできない。これが，組織が一般社会と実際に

対話 してゆかねばならない理由である。では，具体的にどのようなコミュ

ニケーション構造を成立させれば不正防止に有効であろうか。最後に，倫

理的で誠実な組織づ くりのための制度的な方策を提案する。
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8. 誠実な組織づくりのために

 (1)説 明責 任 と情 報 公 開

 もっ と も重 要 な こ と は ，組 織 の 閉 鎖 性 を と く こ とで あ る 。 そ の た め に

は ，説 明 責 任(accountability)が 重 要 な 役 割 を は た す 。 説 明 責 任 と はゼ

組 織 は ， お の れ の業 務 や 意 思 決 定 が 合 理 的 な根 拠 を も ち， 倫 理 的 に も正 当

で あ る こ とを ， 国民 や 一般 社 会 にた い して 説 明 し， そ の 結 果 を ひ き う け る

責 任 の こ とを い う(Paine：76-93)。 こ れ を実 行 す る こ とで ， 組 織 の 独 善

性 を 回避 す る こ とが で きる 。

 しか し，R.J.ウ ォー レス に よれ ば ，説 明 責 任 は 国 民 や 利 害 関係 者 へ の

利 益 還 元 とい う責 任 を は た す こ と以 上 の こ とで あ る。 「まず ， そ れ[説 明

責 任]は ，批 判 的 反 省 能 力 を意 味 して い る。 つ ま り， 自分 が う けい れ た道

徳 的 考 え 方 に照 ら しあ わせ て ， 当 面 の 欲 求 か ら一 歩 し りぞ き， お こ なお う

と し て い る行 動 を 評 価 す る 能 力 で あ る」(Wallace：158)。 ち ょ う ど 人 間

が ，他 者 とい う鏡 に よ って は じめ て 自己 意 識 を も ち え， こ れ に よ っ て生 存

欲 求 に と り憑 か れ た 動 物 的 状 態 を脱 す る こ とが で き る よ う に ，組 織 は説 明

責任 を達 成 す る こ と に よ って の み ， 自己 認 識 を も ち え， 自 己抑 制 で きる よ

うに な る 。

 2001年4月1日 か ら情 報 公 開法 が 施 行 さ れ ， よ う や く 日 本 で も説 明 責

任 が 法 的 に も とめ られ る よ う に な っ た 。 「情 報 開 示 」 に つ い て論 じ た著 作

の な か で ， 飯 久 保 は ， 日本 の お お くの 組 織 で は， 一 般 社 会 に た い して事 前

に業 務 の 説 明 をせ ず ， 国 民 の 側 もそ れ を う けい れ る準 備 が で きて い な い と

指 摘 す る(飯 久 保 ：21-25)。 情 報 開 示 の 考 え方 で は， 組 織 は 関係 者 に た い

して事 前 に ， 決 定事 項 ， 決 定 にい た る プ ロセ ス， 選 択 肢 ， 選 択 肢 に た いす

る評 価 とそ の 結 果 ， お こ りう る問 題 や トラ ブ ル， お よ びそ の 対 処 法 を 開示

して お くべ きだ と され る。 トラブ ルが 発 生 し た こ とが 問題 な の で は な く，

事 前 に そ の 可 能性 を示 唆 せ ず ， 対 処 法 を考 えて い なか っ た こ とが 問題 な の

で あ る。
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 情 報 を 開示 しな い こ とは ， そ の組 織 に とっ て も リス キ ー で あ る。 近 年 ，

医療 や 歯 科 治 療 の現 場 で は ， ケ ガ や病 気 が どの よ うな状 態 に あ り， どの よ

う な治 療 ・投 薬 の選 択 肢 が あ る か ， そ れ に よっ て どの よ うな 問 題 が 発 生 す

る可 能 性 が あ る か な どを ，事 前 に患 者 に 説 明 す る イ ン フ ォー ム ド ・コ ンセ

ン トが か な り一般 化 して い る。 こ れ も情 報 開 示 の 一種 で あ る 。 イ ン フ ォー

ム ド ・コ ンセ ン トは ，患 者 自身 の 利益 や 意 思 を 重 ん じる こ とで もあ るけ れ

ど も， 医 師 や歯 科 医 師側 の裁 判 対 策 と して は じ まっ た こ と も忘 れ て は な ら

な い。

 (2)外 部監査 ・審査

 外部の視点をとりこむことによって客観的な自己点検をする必要性があ

る。

 オンブズマンは，行政の違法 ・不当な活動 にたいする国民からの苦情

を，中立的な立場で調査 し，是正措置を勧告する国民の代理人をさす

(Stacey； 潮見)。 これは，行政が増大し，議i会による監視や裁判所による

司法的措置が まにあわな くな り，簡易かつ迅速な苦情処理制度が必要に

なったからである。 日本においても，第2次 臨時行政調査会(1981～83)

の答申や86年 の 「総務庁オンブズマ ン制度研究会報告」がオンブズマ ン

制度の必要性を提言した。さらに条例でオンブズマンを設置 した地方自治

体(川 崎市，東京都中野区，長崎県諌早市，新潟市など)も あらわれた。

市民オンブズマンは，行政のみならず，医療や一般企業の監査もおこなっ

ている。この制度は，市民社会の側から組織 を監査する有効な制度であ

り，今後も進展がのぞまれる(小 林 ：42)。

 しかし，組織 自体が，それに先だってみずからオンブズマ ン的な制度を

くみいれる試みがある(Paine：136-162)。 企業倫理では，上層部の直属

の機関として倫理政策委員会を設置し，そこに外部のひとを担当にすえる

方策が有効とされている。倫理政策委員会は，倫理担当者を各部署に設置

し，従業員の関心，疑問，苦情が常時耳にはい り，前者をつうじて満足の
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ゆくような処理や教育を勧告する。倫理政策委員会は一種の上層部と現場

のバイパスの役割 をはたすが，委員に外部のひとをまね くとともに，倫理

プログラムを従業員につねに明示することが肝要である。

 (3)目 的とルールの言語化

 組織の目的，ルール，指令を文書によって明示することは，組織の公平

性 と透明性 を維持するための方策である。組織 におけるルール(関 係法

規，必要性のある慣習，役割と責任の位置づけなど)は ，ケース ・スタ

ディや討論会などをとおして，かならず個々の成員に言語的にしめされな

くてはならない。これによって，存在理由のあきらかでない慣習や上司に

よる恣意的な命令を廃するとともに，現場からの意見や提案をおこないや

す くする。

 論理性 をおもんじた表現や第三者に開かれた議論法を教育することも有

効である。そもそも言語は，その場に居合わせなかったひとたちに情報を

つたえるためのものである。この言語のもつ公共性をつ うじて，われわれ

は面識のないひとびとへと意識をむけることができる。経営学の鈴木辰治

によれば，組織の倫理的妥当性を判断するには，オープンな論議 ・論証，

すなわち 厂理性的対話」が必要である(鈴 木 ：124-6)。厂理性的対話」に

よって政策を決定 してゆくことは，組織の閉鎖性をうちやぶり，倫理的感

受性をたかめるという。

 (4)組 織内での双方向的コミュニケーション

 組織内で地位の上下を問わない意思交換の場を定期的に開くことが必要

である。ウィーナーが指摘 したように，管理者は両方向的なコミュニケー

ションの流れ をつ くっておかなければな らない。あるいは，現場の情報

を，中間過程をとおさずに(バ イパシングして)直 接に把握する回路をつ

くっておくことも重要である。
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結 語

 前章で述べた組織的不正への処方箋はとくに目新 しいものではな く，む

しろビジネス倫理学や行政の不正防止案においてしばしば提案される方策

にすぎない。この点においては，本論に独創性はない。 しかし本論では，

最近の倫理学においてやや抽象的に指摘されていたコミュニケーションの

重要性を，組織づ くりというかたちで具現化できることを指摘 した。

 近年，先進各国において参加型の民主主義を実現 しようとする運動がさ

かんになっている。 日本でも，政治(住 民投票)，行政(情 報公開法，オ

ンブズマ ン制度)，司法(参 審制導入の検討)， 教育(自 由化，外部 評

価)， 医療(イ ンフォーム ド・コンセント)，テクノロジーなど，あらゆる

分野で，一般のステイクホルダーが意思決定に参加することをもとめはじ

めている(Winner 2001)。 これらの参加型民主主義は，ある組織にたい

して外部から倫理的な要請をもとめてゆく運動である。本論で考察した組

織倫理学は，これとは逆に，内部か ら組織のコミュニケーション構造を再

構築することによって倫理的要請に応えようとするものである。今後は，

倫理的な社会の実現を，その下位集団(行 政機構，企業，司法組織など)

における健全な組織づ くりにもとめる現実的 ・実践的な研究がなされるべ

きであろう。そのために，この分野の倫理学は，組織論や組織 コミュニ

ケーション論，社会心理学と連携 して研究を推進 してゆくべ きであろう。

註

(1)こ うした具体的な状況にそ くした倫理学 は 「応用倫理学」 とよばれ，近年，

 倫理学教育の主流 をしめつつあ る。応用倫理学 には，生命倫理 ，医療 ・看護倫

 理，環境倫理，企業(ビ ジネス)倫 理，技術 ・工学倫理 ，情報倫理 な どがふ く

 まれ， ます ますおお くの分野での展 開が期待 される。

(2)本 論 は中根 の著作(中 根1967/1978)に い くつ か の重 要 な示唆 を得 てい る

 が， まった く意見 をおな じくしてい るわ けで はない。本論 では， 中根 が もちい

 る 「タテ社 会」 とい う表現 と区別 して， 「タテ型社会」 とい う用語 を もちい る

 ことにす る。
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(3)さ きに， コ ミュニ ケー シ ョン構造 と社 会構造 との相関を指摘 しておい たが，

 社会のあ り方は メデ ィアにも密接 に連動 している。 ムラ社 会 とは，人 と人 との

 直接的 な面識 を媒介 とした社 会で ある。一方 ，近代 の国民 意識は，印刷出版 を

 媒体 として形成 され た。俗 語(言 文一致 した書字)に よる出版物 が普 及す る

 と，面識の ない ひとびとの あいだに も交換 とコ ミュニケー ションの統一的 な場

 が創造 され る。それ によ り，国民 とい う一種 の 「想像 された共同体」が生 じた

 (Anderson：80-8!)。 近代以 降，印刷 革命，映像革命， インター ネッ ト革 命 と

 メデ ィアはめ ざま しく発達 し， それにお う じて，個人の社会 ・国家にお ける位

 置づ けや アイデ ンティテ ィも変化 して きた。現 在の先進国では，文字出版以外

 の伝達媒体が高度 に発展 してお り， そこでは近代国家 も相対化 される運命 を ま

 ぬが れないであろう。

  ところで，おお くの 日本人が ム ラ社 会に心 理的 に固執 して いる といわれ る

 が， もしそうだとす れば，それは コミュニケー ションの手段 をあ ま りに非 言語

 的 な もの(い わゆ る 「以心伝 心」)に 依存 してい る結 果であ る とも分析で きよ

 う。 しか し， このことは 日本社 会独 自の特 徴ではな く，無文字社会 と共通 する

 特徴 と思 われる。

(4)安 土 は，ある企業 の経営 改善を まか された とき， トップ ・マ ネジメン トの密

 室状態 を排 除 し，経営 幹部会における討議 によって意思決定 をお こなわせ る よ

 うに して，ついにその企業の建てなお しに成功 した とい う (安土 ：246-255)。

 津 田は， この安土 の例 をひ きあい にだ しつつ，「論理 人に よる論理化 経営」の

 文化 をつ くりだすべ きだ と提言 してい る(津 田 ：279)。

(5)こ れ まで， 日本人のおお くは， この中規模の タテ型社会へ の帰 属に 自分の ア

 イデ ンテ ィテ ィを もとめて きた と指摘 されて いる。そ の社 会は，「ムラ社会」，

 「自閉的共 同体」(岸 田)， 「世 間」(阿 部)， 「空 気」の 支配 す る社 会(山 本)，

 「ワン ・セ ッ ト主義の社会」(中 根)な どとさまざまな仕方 でよばれて きたが，

 端 的に言えば，権威主義的 なゲマ インシャフ トのことであ る。筆 者は， これが

 日本独 自の特徴 とい う考 えにはふかい疑問 をいだいている。

(6)1999年11月 に国連本 部で アナ ン事務 総長 主催 の 集 ま りで， レオ ン ・サ リ

 ヴ ァンは，企業が規模の大小 をとわず， グローバ ルにうけいれるべ き行動原則

 を発表 した。 これは 「企業 の社 会的責 任 に関す る グローバ ル ・サ リヴ ァン原

 則」 とよばれる(菱 山a：14)。
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